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〔
省

令
〕

〇
飼
料
及
び
飼
料
添
加
物
の
成
分
規
格
等
に

関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
農
林
水
産
一
）

〔
公

告
〕

諸
事
項

裁
判
所

破
産
関
係

地
方
公
共
団
体

教
育
職
員
免
許
状
取
上
げ
処
分
、
行
旅
死

亡
人
関
係

会
社
そ
の
他

会
社
決
算
公
告

〇
農
林
水
産
省
令
第
一
号

飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
三
十
五
号
）
第
三
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
飼
料
及
び
飼
料
添
加
物
の
成
分
規
格
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。令

和
八
年
一
月
六
日

農
林
水
産
大
臣

鈴
木

憲
和



（参考） 



飼
料
及
び
飼
料
添
加
物
の
成
分
規
格
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

第
一
条

飼
料
及
び
飼
料
添
加
物
の
成
分
規
格
等
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
五
十
一
年
農
林
省
令
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
（
以
下
「
傍
線
部
分
」
と
い
う
。）で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
あ
る
も
の
は
、
こ
れ
を
当
該
傍
線
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄

に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
る
。

改

正

後

改

正

前

別
表
第
１
（
第
１
条
関
係
）

別
表
第
１
（
第
１
条
関
係
）

１
飼
料
一
般
の
成
分
規
格
並
び
に
製
造
、
使
用
及
び
保
存
の
方
法
及
び
表
示
の
基
準

１
飼
料
一
般
の
成
分
規
格
並
び
に
製
造
、
使
用
及
び
保
存
の
方
法
及
び
表
示
の
基
準


飼
料
一
般
の
成
分
規
格


飼
料
一
般
の
成
分
規
格

ア
～
ス
（
略
）

ア
～
ス
（
略
）

セ
次
の
表
の
第
１
欄
に
掲
げ
る
農
薬
（
農
薬
取
締
法
（
昭
和
23年
法
律
第
82号
）
第
２
条
第
１
項
に
規
定

す
る
農
薬
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
成
分
で
あ
る
物
質
（
そ
の
物
質
が
化
学
的
に
変
化
し
て
生
成
し
た
物

質
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）は
、
同
表
の
第
２
欄
に
掲
げ
る
飼
料
の
原
料
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
３
欄
に
定

め
る
量
を
超
え
て
含
ま
れ
て
は
な
ら
な
い
。

セ
次
の
表
の
第
１
欄
に
掲
げ
る
農
薬
（
農
薬
取
締
法
（
昭
和
23年
法
律
第
82号
）
第
２
条
第
１
項
に
規
定

す
る
農
薬
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
成
分
で
あ
る
物
質
（
そ
の
物
質
が
化
学
的
に
変
化
し
て
生
成
し
た
物

質
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）は
、
同
表
の
第
２
欄
に
掲
げ
る
飼
料
の
原
料
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
３
欄
に
定

め
る
量
を
超
え
て
含
ま
れ
て
は
な
ら
な
い
。

第
１

欄
第

２
欄

第
３

欄
第

１
欄

第
２

欄
第

３
欄

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

ク
ロ
ル
ベ
ン
ジ
レ
ー
ト












と
う
も
ろ
こ
し









002㎎
／
㎏







（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

シ
フ
ル
ト
リ
ン

え
ん
麦

２
㎎
／
㎏

シ
フ
ル
ト
リ
ン

え
ん
麦

２
㎎
／
㎏

大
麦

２
㎎
／
㎏

大
麦

２
㎎
／
㎏

小
麦

２
㎎
／
㎏

小
麦

２
㎎
／
㎏

と
う
も
ろ
こ
し

２
㎎
／
㎏

と
う
も
ろ
こ
し

２
㎎
／
㎏

マ
イ
ロ

35㎎
／
㎏







マ
イ
ロ

２
㎎
／
㎏







ラ
イ
麦

２
㎎
／
㎏

ラ
イ
麦

２
㎎
／
㎏

牧
草

50㎎
／
㎏







牧
草

３
㎎
／
㎏







（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

デ
ル
タ
メ
ト
リ
ン
及
び
ト
ラ
ロ

メ
ト
リ
ン
（
総
和
を
い
う
。）

え
ん
麦

２
㎎
／
㎏







デ
ル
タ
メ
ト
リ
ン
及
び
ト
ラ
ロ

メ
ト
リ
ン
（
総
和
を
い
う
。）

え
ん
麦

１
㎎
／
㎏







大
麦

２
㎎
／
㎏







大
麦

１
㎎
／
㎏







小
麦

２
㎎
／
㎏







小
麦

１
㎎
／
㎏







と
う
も
ろ
こ
し

２
㎎
／
㎏







と
う
も
ろ
こ
し

１
㎎
／
㎏







マ
イ
ロ

２
㎎
／
㎏







マ
イ
ロ

１
㎎
／
㎏







ラ
イ
麦

２
㎎
／
㎏







ラ
イ
麦

１
㎎
／
㎏







牧
草

５
㎎
／
㎏

牧
草

５
㎎
／
㎏

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

パ
ラ
コ
ー
ト

え
ん
麦

05㎎
／
㎏

パ
ラ
コ
ー
ト

え
ん
麦

05㎎
／
㎏

大
麦

005㎎
／
㎏

大
麦

005㎎
／
㎏

小
麦

11㎎
／
㎏







小
麦

005㎎
／
㎏







と
う
も
ろ
こ
し

01㎎
／
㎏

と
う
も
ろ
こ
し

01㎎
／
㎏

マ
イ
ロ

05㎎
／
㎏

マ
イ
ロ

05㎎
／
㎏

ラ
イ
麦

005㎎
／
㎏

ラ
イ
麦

005㎎
／
㎏

牧
草

５
㎎
／
㎏

牧
草

５
㎎
／
㎏
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（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

フ
ェ
ニ
ト
ロ
チ
オ
ン

え
ん
麦

６
㎎
／
㎏







フ
ェ
ニ
ト
ロ
チ
オ
ン

え
ん
麦

１
㎎
／
㎏







大
麦

６
㎎
／
㎏







大
麦

５
㎎
／
㎏







小
麦

15㎎
／
㎏







小
麦

10㎎
／
㎏







と
う
も
ろ
こ
し

１
㎎
／
㎏

と
う
も
ろ
こ
し

１
㎎
／
㎏

マ
イ
ロ

６
㎎
／
㎏







マ
イ
ロ

１
㎎
／
㎏







ラ
イ
麦

６
㎎
／
㎏







ラ
イ
麦

１
㎎
／
㎏







牧
草

10㎎
／
㎏

牧
草

10㎎
／
㎏

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

備
考
（
略
）

備
考
（
略
）

ソ
～
ニ
（
略
）

ソ
～
ニ
（
略
）


～

（
略
）


～

（
略
）

２
～
６
（
略
）

２
～
６
（
略
）

第
二
条

飼
料
及
び
飼
料
添
加
物
の
成
分
規
格
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

別
表
第
１
（
第
１
条
関
係
）

別
表
第
１
（
第
１
条
関
係
）

１
飼
料
一
般
の
成
分
規
格
並
び
に
製
造
、
使
用
及
び
保
存
の
方
法
及
び
表
示
の
基
準

１
飼
料
一
般
の
成
分
規
格
並
び
に
製
造
、
使
用
及
び
保
存
の
方
法
及
び
表
示
の
基
準


飼
料
一
般
の
成
分
規
格


飼
料
一
般
の
成
分
規
格

ア
～
ス
（
略
）

ア
～
ス
（
略
）

セ
次
の
表
の
第
１
欄
に
掲
げ
る
農
薬
（
農
薬
取
締
法
（
昭
和
23年
法
律
第
82号
）
第
２
条
第
１
項
に
規
定

す
る
農
薬
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
成
分
で
あ
る
物
質
（
そ
の
物
質
が
化
学
的
に
変
化
し
て
生
成
し
た
物

質
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）は
、
同
表
の
第
２
欄
に
掲
げ
る
飼
料
の
原
料
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
３
欄
に
定

め
る
量
を
超
え
て
含
ま
れ
て
は
な
ら
な
い
。

セ
次
の
表
の
第
１
欄
に
掲
げ
る
農
薬
（
農
薬
取
締
法
（
昭
和
23年
法
律
第
82号
）
第
２
条
第
１
項
に
規
定

す
る
農
薬
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
成
分
で
あ
る
物
質
（
そ
の
物
質
が
化
学
的
に
変
化
し
て
生
成
し
た
物

質
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）は
、
同
表
の
第
２
欄
に
掲
げ
る
飼
料
の
原
料
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
３
欄
に
定

め
る
量
を
超
え
て
含
ま
れ
て
は
な
ら
な
い
。

第
１

欄
第

２
欄

第
３

欄
第

１
欄

第
２

欄
第

３
欄

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

パ
ラ
コ
ー
ト

え
ん
麦

05㎎
／
㎏

パ
ラ
コ
ー
ト

え
ん
麦

05㎎
／
㎏

大
麦

005㎎
／
㎏

大
麦

005㎎
／
㎏

小
麦

11㎎
／
㎏

小
麦

11㎎
／
㎏

と
う
も
ろ
こ
し

01㎎
／
㎏

と
う
も
ろ
こ
し

01㎎
／
㎏

マ
イ
ロ

005㎎
／
㎏







マ
イ
ロ

05㎎
／
㎏







ラ
イ
麦

005㎎
／
㎏

ラ
イ
麦

005㎎
／
㎏

牧
草

５
㎎
／
㎏

牧
草

５
㎎
／
㎏

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

備
考
（
略
）

備
考
（
略
）

ソ
～
ニ
（
略
）

ソ
～
ニ
（
略
）


～

（
略
）


～

（
略
）

２
～
６
（
略
）

２
～
６
（
略
）
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第
三
条

飼
料
及
び
飼
料
添
加
物
の
成
分
規
格
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

別
表
第
１
（
第
１
条
関
係
）

別
表
第
１
（
第
１
条
関
係
）

１
飼
料
一
般
の
成
分
規
格
並
び
に
製
造
、
使
用
及
び
保
存
の
方
法
及
び
表
示
の
基
準

１
飼
料
一
般
の
成
分
規
格
並
び
に
製
造
、
使
用
及
び
保
存
の
方
法
及
び
表
示
の
基
準


飼
料
一
般
の
成
分
規
格


飼
料
一
般
の
成
分
規
格

ア
～
ス
（
略
）

ア
～
ス
（
略
）

セ
次
の
表
の
第
１
欄
に
掲
げ
る
農
薬
（
農
薬
取
締
法
（
昭
和
23年
法
律
第
82号
）
第
２
条
第
１
項
に
規
定

す
る
農
薬
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
成
分
で
あ
る
物
質
（
そ
の
物
質
が
化
学
的
に
変
化
し
て
生
成
し
た
物

質
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）は
、
同
表
の
第
２
欄
に
掲
げ
る
飼
料
の
原
料
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
３
欄
に
定

め
る
量
を
超
え
て
含
ま
れ
て
は
な
ら
な
い
。

セ
次
の
表
の
第
１
欄
に
掲
げ
る
農
薬
（
農
薬
取
締
法
（
昭
和
23年
法
律
第
82号
）
第
２
条
第
１
項
に
規
定

す
る
農
薬
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
成
分
で
あ
る
物
質
（
そ
の
物
質
が
化
学
的
に
変
化
し
て
生
成
し
た
物

質
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）は
、
同
表
の
第
２
欄
に
掲
げ
る
飼
料
の
原
料
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
３
欄
に
定

め
る
量
を
超
え
て
含
ま
れ
て
は
な
ら
な
い
。

第
１

欄
第

２
欄

第
３

欄
第

１
欄

第
２

欄
第

３
欄

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

シ
フ
ル
ト
リ
ン

え
ん
麦

２
㎎
／
㎏

シ
フ
ル
ト
リ
ン

え
ん
麦

２
㎎
／
㎏

大
麦

２
㎎
／
㎏

大
麦

２
㎎
／
㎏

小
麦

02㎎
／
㎏







小
麦

２
㎎
／
㎏







と
う
も
ろ
こ
し

005㎎
／
㎏







と
う
も
ろ
こ
し

２
㎎
／
㎏







マ
イ
ロ

35㎎
／
㎏

マ
イ
ロ

35㎎
／
㎏

ラ
イ
麦

２
㎎
／
㎏

ラ
イ
麦

２
㎎
／
㎏

牧
草

50㎎
／
㎏

牧
草

50㎎
／
㎏

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

デ
ル
タ
メ
ト
リ
ン
及
び
ト
ラ
ロ

メ
ト
リ
ン
（
総
和
を
い
う
。）

え
ん
麦

２
㎎
／
㎏

デ
ル
タ
メ
ト
リ
ン
及
び
ト
ラ
ロ

メ
ト
リ
ン
（
総
和
を
い
う
。）

え
ん
麦

２
㎎
／
㎏

大
麦

２
㎎
／
㎏

大
麦

２
㎎
／
㎏

小
麦

２
㎎
／
㎏

小
麦

２
㎎
／
㎏

と
う
も
ろ
こ
し

２
㎎
／
㎏

と
う
も
ろ
こ
し

２
㎎
／
㎏

マ
イ
ロ

２
㎎
／
㎏

マ
イ
ロ

２
㎎
／
㎏

ラ
イ
麦

２
㎎
／
㎏

ラ
イ
麦

２
㎎
／
㎏

牧
草

１
㎎
／
㎏







牧
草

５
㎎
／
㎏







（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

備
考
（
略
）

備
考
（
略
）

ソ
～
ニ
（
略
）

ソ
～
ニ
（
略
）


～

（
略
）


～

（
略
）

２
～
６
（
略
）

２
～
６
（
略
）

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

第
二
条
の
規
定

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
し
た
日

二

第
三
条
の
規
定

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
し
た
日

令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報 


